
 

 

レジュメ 



 

令和７年度下水道供用開始区域について 
 

 大田市では、「大田市下水道基本構想」を定め、家屋が密集し排水をまとめて処理すること

が適している地域（集合処理区域）については、以下のとおり「公共下水道」及び「農業集落排

水」の整備を進めています。 

 

 

○整備中区域 

公共下水道 

大田処理区   資料１－１参照 

 大田町橋南（末広、栄町）、橋北（駅東、城山）、久手町（日の出、大原） 

 

○整備完了区域 

公共下水道 

大田処理区 

【供用済み区域】 

  大田町大田の一部、大田町吉永の一部、長久町長久の一部、久手町刺鹿の一部、 

鳥井町鳥井の一部 

≪令和 7 年度供用開始区域≫  

・大田町大田の一部（橋南【本町】、橋北【城山、駅東】） 

・久手町刺鹿の一部（原） 

 

温泉津処理区 

  温泉津町小浜の一部、温泉津町温泉津の一部 

 

仁摩処理区  

  仁摩町仁万の一部、仁摩町天河内の一部、仁摩町宅野の一部、仁摩町馬路の一部 

 

農業集落排水 

波根西処理区 

    久手町波根西の一部、波根町の一部 

 

元井田処理区 

    温泉津町井田の一部 
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浄化槽設置事業について 

 

 

 浄化槽設置整備事業（個人設置型浄化槽） 

集合処理区域であっても当分の間、下水道などの整備が見込まれない区域内で、浄化槽を設置される際は、

設置費用の一部を補助します。 

【補助対象】 一般住宅（販売を目的とする住宅は除く）で 10 人槽以下の浄化槽を設置する人 

【対象地域】 静間町【和江】、大田町【柳井、日の出】……資料 2-1 に図示 

             ※詳細な区域図は下水道課にお問い合わせください。 

【補助金額】 5 人槽：200,000 円 7 人槽：230,000 円 10 人槽：300,000 円 

【補助予定件数】 ５件 

【受付期間】 令和８年４月１日（水）から令和９年３月 10 日(水)までに実績報告が可能である申請 

もしくは予定基数を満たすまで。 

【 注 意 点 】  ・令和９年３月 10 日（水）までに実績報告を提出すること。 

       ・申請書に添付する下水道接続同意書について十分な説明をすること。 

       ・申請者住所が事業期間内で変更になる場合は申請時にご相談ください。 
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生活排水処理事業（市設置型浄化槽） 

市が主体となって浄化槽を設置及び維持管理をします。ただし、分担金・使用料が必要です。 

【受益者分担金】 一般家庭等 10 人槽以下 一律 250,000 円  （一括払い・５年間 17 回払い） 

※１０人槽を超える浄化槽については人槽に応じて金額が異なります。 

※前納報奨金制度は令和 7 年度に廃止しています。 

【使用料】    浄化槽の使用開始後、使用水量に応じて 2 ヶ月毎に請求 

【設置予定件数】 6０件 

【受付期間】   令和８年 4 月 1 日(水)～令和 8 年１2 月 4 日（金） 

         ※受付期間を過ぎた申請は受理できませんのでご注意ください。 

【注意点】    ・10 人槽を超える浄化槽設置の申請をする際は時期問わず、事前協議をしてください。 

        ・浄化槽の人槽は建築主事が決定します。 

申請書提出前に建築主事に人槽の協議をしてください。 

        ・申請書に分担金申告書も添付の上ご提出ください。 

        ・R8 年度より申請書様式に放流ポンプの要・不要を追加します(資料 2-2) 

         申請書は 4 月１日よりダウンロードが可能です。 

         （放流ポンプの設置が必要な場合は理由書の提出をお願い致します。） 

         また、申請時に排水設備申請の際に提出いただく平面・縦断図の提出をお願いいたしま 

す。 



  

  



様式第1号(第3条関係) 

(表) 

生活排水処理施設設置申請書 

 

年  月  日  

 

 大田市長    様 

 

申請者  住 所             

ふりがな             

氏 名             

電話番号             

 

 大田市生活排水処理施設の設置等に関する条例第4条第1項の規定により、次のとおり

申請します。 

 

記 

 

設 置 場 所 大田市    町          番地 

 

建 物 の 用 途 □専用住宅  □店舗併用住宅  □事業所等(      ) 

使 用 水 区 分 
□水道水     □水道水以外(       ) 

□併用(水道・水道水以外(       )) 

住 宅 面 積 
延面積         m2 

(居住部分       m2・その他       m2) 

工 事 区 分 □新 築 □増 築 □改 築 □その他(        ) 

世 帯 人 員           人 

現在の処理方法 □単独浄化槽  □くみ取り便所 

放 流 先 □河 川 □道路側溝 □農業用水路 □その他(     ) 

設置完了希望時期 年  月頃 補強工事の有無 □有  □無 

放流ポンプの有無 □有  □無（有の場合は平面図及び縦断面図を添付してください） 

 ※1 該当する□に「レ」をしてください。 

 ※2 生活排水処理施設設置同意書(裏面)について、内容をご確認のうえ記入してくだ

さい。 

 



 

 

(裏) 

 

生活排水処理施設設置同意書 

 

 

 大田市長    様 

 

 

 生活排水処理施設の設置について、次のとおり同意します。 

 

 

記 

 

 

 1 設置場所(表面に記載) 

 2 土地の使用料は無料とし、この土地に係る公租公課は土地所有者の負担とする。 

 3 土地の使用期間は、生活排水処理施設を設置しておくことを必要とする期間とする

こと。 

 4 生活排水処理施設の設置完了後、建物等の増改築その他の理由で排水設備を変更す

ることにより、移設、撤去、その他の変更をする場合に係る工事費は自己負担とす

る。 

 

 

      年  月  日 

 

(申 請 者)   氏 名             

 

(土地所有者)   住 所             

氏 名             

(※申請者と同一の場合は記入不要)    
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